
○債務保証枠の拡大（中小企業信用保険法の特例）

法律の認定を受けた中小企業等が、認定計画に従って地域産業資源活用事業を行うために必要な資金
について、以下の特例を設ける。

１．普通保険等の保険限度額の別枠化等
（１）保険限度額：普通保険、無担保保険、特別小口保険、売掛金債権担保保険についてそれぞれ

同限度額の別枠を設ける

（２）普通保険のてん補率：７０％から８０％に引き上げる
（３）保険料率（年率） ：政令で定める保険料率を「３％以内」から→「２％以内」に引き下げる

２．新事業開拓保険の限度額引き上げ

普通保険（企業） ２億円
普通保険（組合） ４億円
無担保保険 ８，０００万円
特別小口保険 １，２５０万円
売掛金債権担保保険 １億円

２億円
４億円
8,000万円
1,250万円
１億円

新事業開拓保険（企業） ２億円
新事業開拓保険（組合） ４億円

４億円
６億円
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